
介護・福祉事業者のみなさま

身体拘束廃止の
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株式会社 安全な介護
代表取締役 山田 滋 氏

【プロフィール】
大学卒業後、現あいおいニッセイ同和損保に入社。2000年4月
より介護・福祉施設経営・リスクマネジメントの企画立案に携わる。
2013年に同社を退職し、翌年株式会社安全な介護を設立。
各種団体や施設の要請を受け、年間150回のセミナーを開催。

講 演 講 師

なぜ今ふたたび身体拘束廃止なのか 
身体拘束廃止規定に関する知識
不適切ケアを無くす現場の取り組み
身体拘束をしないで事故を防ぐには
認知症利用者の事故防止対策

セミナーの内容

裏面申込書にご記入の上、FAXにてお申込みください

2018年6月20日（水）
※定員になり次第、締め切らせていただきます。締 切

先着 80名定 員

あいおいニッセイ同和損保
札幌千代田ビル11F会議室
札幌市北区北7条西5丁目5-3

会 場

H30年度改正で介護報酬減算も 

リスクマネジメント
セミナーのご案内

厚生労働省は2018年から介護施設で高齢者が不当に身体拘束されてしまうのを
防ぐため、規制を強化しています。「身体拘束廃止未実施減算」です。
現在、身体拘束はやむを得ない場合において認められており、その際は手法や時間を記録していなければ
ならず、行われていないと介護報酬引き下げの対象となります。
この規制が強化され、介護報酬引き下げのペナルティが強化されてしまいます。現状１日５単位の減算
から、１日あたり介護報酬の10％に変更なります。
更に、記録の義務に追加して施設に対し「身体拘束を適正化する会議を３ヵ月に１度以上行い職員
に通達」、「適正化する指針を整備」、「適正化に向けた研修を開催」といった方針を打ち出しました。本
セミナーでは、経営者・職員のみなさまが考える身体拘束適正化に向けた対応や、管理者のみなさまが
自施設で研修ができるよう身体拘束を分かり易く解説し、ご案内するセミナーです。
多くのみなさまのご参加をお待ちしております。

不当な身体拘束
介護報酬に影響 

出典：NPO法人ケア政策ネットワーク
2017年11月17日更新

有限会社オフィスブレインセミナー事務局 担当 倉石・内匠
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（あいおいニッセイ同和損保専任アドバイザー）
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「6/22 身体拘束廃止のリスクマネジメント」
セミナー参加申込書

お客さま情報のお取扱いについて
ご記入いただきました内容は、あいおいニッセイ同和損保（関連会社・提携会社・代理店・扱者含む）からの、各種商品・サービスのご案内、及び
各種情報提供・運営管理等に活用させていただきますのでご了承ください。

申込締切日：2018年6月20日（水）

FAX:011-２０７－２５２３

あいおいニッセイ同和損保 札幌千代田ビル１１F会議室
札幌市北区北7条西5丁目5-3

【公共交通機関でお越しの場合】
・JR 札幌駅 北口から徒歩３分
※申し訳ありませんが、会場には駐車場がございません。
※最寄りの駐車場をご利用くださいます様お願い致します。

※必要事項をご記入の上、FAX送信してください

弊社記入欄

支店・課支社 札幌第一支社 課支社コード ＲＡＤ６０ 営業担当者

代理店・扱者 有限会社オフィスブレイン 代理店コード ＴＰＨ７ 業種

備考

(注) 代理店・扱者名の登録はコードに基づく代理店原簿上の名称となります。代理店・扱者コードの記載間違いにご注意ください。

参加申込書

【会場のご案内】

※ご来館の際は公共交通機関をご利用ください。

有限会社オフィスブレイン セミナー事務局
倉石・内匠 行き


